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「宅地建物取引士」誕生　宅建業法改正案、参院全会一致で成立
　６月18日、宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや、暴力団排除規定の
設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が参議院本会議で全会一致で可決、
成立しました。
　改正法の施行は公布後 1年以内とされ、2015 年の４月１日までに施行される見通しです。取引士の設置
義務や試験などについては、従来の取引主任者と同様で変更はありません。
　中古住宅市場の活性化による消費者からの多様なサービスが求められるなか、より大きな役割と責任が取
引士に求められています。今後は社会的地位の向上に伴い、倫理やコンプライアンス意識、より専門的な知
識が必要となります。 

宅地建物取引主任者は

宅地建物取引士へ
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不動産取引トラブル事例と
実務上の留意点

＜売買トラブル事例１＞  「用途変更」を伴う購入目的と説明義務

建築物の用途を変更して建築基準法（以下「建
基法」）第 6条 1項 1号の特殊建築物とする場合、
その用途に供する部分の床面積の合計が 100㎡を
超えるものについては、建築主事の確認を受け
なければなりません。また、工事完了後には建
築主事に届出なければなりません。なお、用途
の変更が政令で指定する類似の用途＊相互間にお
いては、確認の手続は必要ありません（建基法
87 条 1 項）。
＊ 特殊建築物と類似の用途（建基法施行令 137条の17）

類似の用途は、当該建築物が条文記載のいずれかに掲げる用
途である場合において、それぞれ条文記載の各号に掲げる他の
用途とされています（条文で類似の用途を確認のこと）。

（一財）不動産適正取引推進機構
調査研究部 上席主任研究員　村川 隆生1

床面積 100㎡を超える物品販売店舗・飲食店への用途変更
には、確認申請が必要になり、建築基準関係規定、都道府県
条例に適合することが必要です。

☆ 用途変更に関する説明上の留意点
用途を変更して建物を利用できることが重要

な購入目的であるときは、上記の用途変更の確認
手続が必要である旨を必ず説明しておきます。
役所への確認もせずに、安易に「類似の用途」
ですから問題ありませんなどと説明をしないよ
うに注意します。「類似の用途」に当たるか否か
は行政担当窓口で必ず確認することが必要です。

宅建業者は、不動産取引を自ら売主として行う場合の他、売買、賃貸に限らず媒介・
代理で取引に関与する場合にも、宅建業法を遵守して、取引当事者（特に消費者）に
不測の損害が生じることがないように、取引の安全に細心の注意を払って業務を行わ
なければなりません。宅建業者は、宅建業法上の責任はもちろんのこと、不動産取引
の専門家としての民法上のより広い範囲での注意義務、助言義務等の責任を問われる
ことがありますので注意が必要です。
本稿では、売買トラブル事例３例、賃貸借トラブル事例２例を取り上げました。業
務の参考にしていただけましたら幸いです。

買主は、事務所・居住等の用途として利用されていた４階建てビルの１、２階を物品販売店舗、
喫茶店として賃貸し、３、４階部分を自宅として利用する目的で、宅建業者の媒介での売買契約を
締結した。媒介業者は重要事項説明に際し、１、２階の店舗等への変更については、問題ありませ
んと説明した。買主は、工事を依頼した建設会社から「100㎡を超える店舗・喫茶店への変更工事
は確認申請が必要であり、条例にも適合させる必要がある。一部工事内容の変更が必要になる」と
告げられ、手続関係等の費用負担が必要になることを知った。買主は媒介業者に対し「店舗等で使
用するには確認申請等の手続が必要であることを説明しなかった。説明義務違反があるのではない
か。工期が遅れ、新たな費用も発生する」と主張し、損害金として仲介手数料全額の返還を求めた。
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＜売買トラブル事例２＞  反社会的勢力の事務所の説明義務（裁判事例から）

☆ 判決の要旨
（１）Ｂ社は一般に指定暴力団傘下の団体として
認識されていること等から、本件事務所は、
指定暴力団と密接な関係を有する団体及びそ
の構成員らにより使用されている事務所であ
ると推認することができる。売主は、本件事
務所は単なる「興行事務所」とするが、追加
の現況調査が行われた経緯等から本件事務所
が「指定暴力団系の興行事務所」であると認
識していたと認められる。

（２）売主は、本件事務所が暴力団事務所である
かの確認をしようとしたのだから、近隣に暴
力団事務所等が存在することが契約締結の判
断に影響を及ぼす重要な事項であることを容
易に認識することができ、また、近隣に暴力
団が関係する興行事務所があるという告知
は、容易に行うことができる性質のもので、
信義則上の説明義務違反は免れない。

（３）本件土地周辺は閑静な住宅地で、本件土
地の100ｍ圏内に女子校が存在すること、前
面道路が小学校の通学路であること等に照
らすと、本件事務所の存在により買主が本
件契約の目的を達成することができなくな
ったと認めることはできず、本件契約の解
除理由とはならない。

（４）売主には、本件事務所の存在を告げなかっ
た信義則上の義務違反があり、売主の説明義
務違反と相当因果関係のある買主の損害とし
ては、本件事務所の存在による減価率１割を
乗じた2,000万円を相当とする。

＊ なお、売主には欺
ぎ も う

罔する意図はなかったとして詐欺取消しの主張
を退け、本件土地が一般の宅地が通常有する品質や性能を欠い
ているということはできないとして瑕疵担保責任も否定しています。

☆ 暴力団事務所に関する実務の対応
ウワサ等により近隣のビルに暴力団事務所が

存在している疑念がある場合、宅建業者には調
査・確認義務がありますが、警察で情報開示を拒
否され確認できないことが多くあります。本件で
も警視庁は「暴力団情報の提供要件に該当しな
い」として回答を拒否しています。確認ができな
いときは、ウワサの説明は不可能です。事実と相
違していた場合、不法行為責任を問われる可能性
も生じます。しかし、確認はできないものの、暴
力団事務所であることは間違いないと思われる
ときに何も説明しなかった場合、トラブルが生じ
ることは必至といえます。このような場合は、や
はり、何らかの方法で告知しておく必要があると
思われます。例えば、「警察より情報の開示が得
られず事実確認ができませんが、〇〇ビルの〇階
は関係団体の事務所と思われます」などと、口頭
で説明しておくことが考えられます。説明したこ
との証拠を残しておきたい場合は、説明を受けた
ことの書面を取得しておくなどの対応が考えら
れます。 

売主である宅建業者は、競売により 1 億 71 百万円余で取得した都心部の土地を２億円で転
売した。本件土地の北西側には 4 ｍ道路を挟み、地下 1 階地上３階建てのＡビルが存在する。
競売に際し、Ａビルは指定暴力団の事務所との指摘があり、補充評価書には「警視庁への調査
嘱託の結果等からは必ずしも明らかではない」とあるが、評価額は 10％下方修正された。売主
業者は、売却に当たり、再調査をしたが、組員の出入りもないなどから、暴力団事務所ではな
く興業事務所と判断して、重要事項説明では特段の説明をしなかった。その後、買主は、Ａビ
ルを使用しているＢ社の事務所は暴力団事務所であることを知ったとして、売主業者に対し、
契約解除の意思表示を行い、説明義務違反等に基づく損害賠償を求めて提訴した。

 （東京地裁 平成 25 年８月 21 日判決）
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＜売買トラブル事例３＞ 管理費・修繕積立金の滞納と決済

☆ 管理費等に滞納がある場合の重要事項説明義務
管理費・修繕積立金に滞納があるときは、宅建
業者は重要事項として説明することが義務付け
られています。また、「ここでいう修繕積立金等
については、当該 1棟の建物に係る修繕積立金積
立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修
繕積立金等を指すものとする。」として、専有部
分の修繕積立金の滞納だけではなく、1棟の建物
の滞納金についても説明することが求められて
いることに注意が必要です（国土交通省による包
括的なガイドライン）。

☆ 管理費等に滞納がある場合の決済時の注意点
売主が管理費・修繕積立金等を滞納している場
合、売主には決済日までに滞納の支払を済ませて
もらうことが必要です。決済に当たって媒介業者
は、売主と管理組合双方に確認します。売主の確
認だけでは不十分です。決済日までに管理組合（管
理会社）の窓口に直接確認したうえで決済にのぞ
むことが大事です。滞納があると、管理組合はそ
の支払について、前所有者（売主）・新所有者（買
主）のどちらに対しても請求することができます
（区分所有法８条）。買主は管理組合の請求を拒む
ことはできません。
本事例の場合、媒介業者の滞納金の支払確認
が不十分であったことが原因で買主に損害を与
えています。本件では、売主側媒介業者に大き
な責任があることは明白ですが、しかし、買主

側媒介業者も媒介上の責任を十分に果たしてい
るとはいえません。売主側媒介業者の言を信
じ、自ら管理組合等への確認業務行っていない
落ち度があるといえます。
負担割合は業者間の話合いで決めるしかあり

ませんが、買主とのトラブルが拡大しないよう
に迅速に解決することが何より大事です（1 日も
早く、買主が立て替えている滞納金相当金を買
主に支払うことです）。

売主（法人）と買主は、売主が社員の社宅として使用していた中古マンションの一室を宅建業者
の媒介（売主、買主それぞれに媒介業者）で売買契約を締結した。売主は、契約時点において、約
2年分の管理費と修繕積立金の合計約 35 万円を滞納していた。重要事項説明書には「売主は、管
理費・修繕積立金の滞納分について、決済・引渡日の前日までに管理組合に支払をして滞納のない
状態で買主に引渡しをします」と記載され、その旨の説明があった。決済日の 3日前に買主側媒介
業者は売主側媒介業者に滞納金の支払について確認をした。売主側媒介業者が売主に確認したとこ
ろ「間違いなく明日支払を済ませておきます」と答えたので、その旨を買主側媒介業者に返答した。
決済日当日、再度、買主側媒介業者が売主側に確認したところ、売主が「支払は完了しました」と
答えたので、決済を行い、買主は引渡しを受けた。買主が入居して２か月が過ぎたころ、管理組合
から買主に、管理費・修繕積立金の過去の滞納金の支払請求が届き、買主は支払った。買主は売主
側媒介業者に対し「売主も媒介業者も滞納金は支払済みであるというから決済に応じた。管理組合
に支払った滞納金は、売主側に支払義務がある。売主と連絡が取れないのであれば、媒介業者が負
担すべきである」として、売主側媒介業者に滞納金の支払を求めた。
売主側媒介業者は、買主側媒介業者に連帯責任を理由に半分の負担を求めている。
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＜賃貸借トラブル事例１ ＞ 敷金精算―クリーニング費用とタバコによる汚損

原状回復費用の負担をめぐる敷金精算トラブル
は、建物賃貸借契約のトラブルの中でも一番多い
ものです。国土交通省はそのような状況に鑑み、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」（以
下「ガイドライン」という）を公表して、原状回
復費用の負担のあり方等について、トラブルの未
然防止の観点から現時点において妥当と考えられ
る一般的な基準を示しています（平成 10 年 3月公
表、平成 16 年 2月改訂版公表、平成 23 年 8月再
改訂版公表）。具体的な事案に応じてガイドライン
が活用されることが期待されています。 

☆ ガイドラインの基本的な考え方
（１）貸主・借主の負担区分の考え方

＊ ①・②の損耗等による減価の回収は、通常、その必要経費分を賃料に含ませて行われているとの考え方から、さらに賃借
人に負担を求めることは、賃借人が二重に負担することになるので、賃借人には、これらの損耗等の原状回復費用の負
担義務はないとしています。

新築賃貸アパートの一室（１ＬＤＫ）を 7 年間借りた賃借人が退去した。敷金精算業務の委託
を受けている管理会社（兼媒介業者）が、明渡し後の室内を確認したところ、室内の清掃は通常
に行われゴミ等の残置もなかったが、部屋全体がタバコにより汚損され、強い臭いが残っていた。
契約書には、契約終了時の明渡しの際の原状回復特約として、①賃借人は、契約が終了したとき
は賃借物を原状回復して明渡しするものとする、②賃借人は、賃貸人の指定する清掃業者が実施す
る室内クリーニングに要する費用を負担するものとする（概ね、40,000 円程度）、③賃借人は、玄
関鍵の取替費用を負担するものとする（概ね、20,000 円程度）が記載されている。
賃貸人・管理会社は、賃借人の負担となる原状回復費用を、①壁・天井クロス及び床じゅうたん

張替費用 150,000 円× 50％＝ 75,000 円、②クリーニング費用 55,000 円（エアコン清掃含む）、③玄関
鍵取替費用 20,000 円の合計 150,000 円と算定し、賃借人に対し、敷金 100,000 円との差額 50,000 円
の支払を請求した。これに対し、賃借人は、①タバコによる汚損は、通常にクリーニングすれば除
去できるので、クロスとじゅうたんの張替費用の負担義務はない、②タバコによる汚損のクリーニン
グ代として契約書に記載のある 40,000 円は負担する、③鍵は紛失していないし全部返却したので、
負担する必要はないとして、40,000円の負担のみを認め、敷金との差額60,000円の返還を求めている。

① 建物・設備等の経年変化による自然的な劣化・損耗等＝自然損耗
（畳・クロス・床材等の変色、設備機器の経年による故障等）

② 通常の使用による損耗等＝通常損耗
（電気製品による壁面クロスの電気やけ、家具の設置跡等）

③ 借主の善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用
による汚損・破損等
（借主の不注意等の借主の責に帰す原因による内装・設備等の汚損・毀損等）

貸主
負担

借主
負担
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☆ 事例の考え方
ガイドラインの考え方を基準に賃借人負担を考

えると、①賃借人にタバコ汚損による損害の賠償
義務があるとしても、その費用は１円となります。
②室内クリーニング費用の負担は認めていますの
で、エアコン清掃費用分が問題になります。通常
は賃借人にエアコンの内部洗浄の負担義務はない
と考えられていますが、喫煙により臭いが付着して
いるときは、賃借人が負担することが妥当と考えら
れます。③賃借人は、鍵を紛失することもなく返還

していますので、取替費用の負担義務はないとい
えます。本件鍵取替特約は合理的な理由がなく無
効と考えられます（特約の効力の有無は、最終的
には裁判所の判断によります）。したがって、賃借
人負担は、エアコン清掃を含むクリーニング費用
55,000 円と考えることが妥当と考えられます。

☆ 喫煙特約
賃借人に喫煙がなければ、賃貸人はクロス等を

張り替えなくとも次の賃借人に賃貸することが可
能であったと思われます。喫煙により賃貸人は張り
替えざるを得ないのですから、賃借人は何らかの
負担をして然

しか

るべきです。賃借人の一部負担を明
確にしておくために、「喫煙特約」を付しておきま
す。その場合、最終残存価値を1円とする必要も、
6年を基準にする必要もありません。8年で最終残
存価値 10％でも構いませんが、経過年数の考え方
の趣旨を踏まえて決めることが重要です。賃借人
負担を余りに大きくすると効力を否定される可能
性が大きくなります。裁判所で否定されない特約と
なるように考えることが大事です。

（２）賃借人に原状回復義務がある場合の経過年数による借主負担割合の考え方

●クロス・じゅうたん・ＣＦシート等の内装材：経過年数が多いほど賃借人の負担は少なくなり、最終残
存価値を 1円としています。ガイドラインの考え方では、クロス、カーペット等の場合、６年経過で残存価値
1円としています。

●設備機器：設備機器の耐用年数経過時点で残存価値１円となります。
●クリーニング：賃借人負担となるのは、通常の清掃（具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、
換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等）を実施していない場合としています。

●鍵の取替費用：賃借人負担となるのは、賃借人がカギを紛失、または不注意等で破損させた場合としています。

残存価値（％）
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出発点（年数を経過した内装材・設備は出発点が異なる）出発点（年数を経過した内装材・設備は出発点が異なる）

設備機器（各設備の耐用年数を基準とする）設備機器（各設備の耐用年数を基準とする）

クロス・じゅうたん等の内装材クロス・じゅうたん等の内装材
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住宅メーカーや不動産販売会社勤務を経て、平成12年より一般財団法人不動産適正取引推進機構に勤務。調査研究部調査
役、研究課長を経て現在は上席主任研究員を務めている。

村川隆生（むらかわ・たかお）

＜賃貸借トラブル事例２＞ 短期に入居者が入れ替わる部屋

☆ 媒介業者の調査・説明義務
 媒介業者は、本件の下階の居住者が原因で本件

貸室の入居者が短期で入れ替わることについて、
管理会社からの情報提供がなく、通常の調査の中
でも知る契機がなかったときには、他の入居者の
情報を調査することはできませんので、調査・説
明義務はありません。一方で、管理会社等の情報
提供で知っていたときには、「音に敏感な下階の居
住者との関係で本件貸室の入居者は短期で入れ替
わっている」事実のみを説明しておくことになり
ます。説明に当たっては、下階居住者の名誉等を
傷つけることがないように注意が必要です。

☆ 実務の対応
借主の契約の判断に重要な影響を及ぼすこのよ

うな事情のある物件は、その事情を媒介業者が知
っているときは、取り扱うこと自体を避けるべき
です（物件として紹介しない）。原因は分からなく

宅建業者の媒介でアパートの一室の賃貸借契約を締結した賃借人は、１週間後の引っ越しに備
え、５歳になる子供を連れて、室内の掃除のために借りた部屋を訪れた。子供は母親から走り回
らないように注意されていたこともあり、持参した絵本を読んで静かにしていた。掃除を始めて
30 分が経過した頃、階下の居住者が訪ねてきて「歩く音や子供の声も聞こえる。うるさいので静
かにしてくれ」と強い口調で注意された。賃借人が管理会社に「注意を受けるような音は出して
おらず、子供は静かに本を読んでいた。下の居住者はどんな人なのか」と尋ねたところ、管理会
社は「実は、借りていただいた部屋は一昨年２回、昨年は３回、賃借人が入れ替わった。階下の
居住者が音に敏感で、度々苦情を申し入れることが原因と思われる。通常の生活音は我慢するよ
うに申し入れているが聞き入れてもらえない。媒介業者がこのことを知っているかどうかは分か
らない。人権や個人情報の問題もあるので、媒介業者には話をしてはいない。解約したいのなら、
お金は全額返還するが、それ以上の金銭は負担できない」と答えた。媒介業者は「下の居住者が
原因で上の部屋が時々空いているとは知らなかった。管理会社からは何も聞いておらず、媒介責
任はないので仲介手数料は返せない」と答えた。賃借人は、現在の借家はすぐに出なければならず、
別のアパートが見つかるまで仮住まいが必要になり、荷物もトランクルームに預けなければなら
ず、予定外の費用が必要になる。
媒介業者と管理会社で費用を負担してほしい。

ても、短期で入れ替わっていることを知っている
ときは、紹介する前にその原因を調査して確認し
ておくべきです。媒介業者・管理会社は、借主に
対する法的責任（損害の賠償義務）の有無は別と
して、誠実に話合いに応じる対応が望まれます。
管理会社は、賃借人の人権やプライバシー・名
誉等を傷つけることがないように、第三者への情
報提供には細心の注意が必要であることはいうま
でもありません。しかし、本件のような短期で入
居者が入れ替わるというネガティブ情報は、当該
原因の居住者の名誉等に配慮しながら、媒介業者
や借受予定者に提供しておく必要があります。ま
た、管理会社は当該居住者との契約を解消する方
策について、弁護士等の力も借りて、あきらめず
に検討すべきです。
本件のような物件は、原因を解消できるまで、

原則として、市場に出すべきではありません。
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６月６日、自民党本部で「全日本不動産政策
推進議員連盟」の設立総会が開催された。
同連盟には国会議員 258 人が参加しており、
会長は自民党総務会長の野田聖子氏が務める。
（公社）全日本不動産協会、全日本不動産政治連
盟と連携を図り、国民の住生活の向上と日本経
済の持続的な成長を図ることを目的としている。
当協会はこの設立総会の席上、「『宅地建物取
引主任者』を『宅地建物取引士』へ名称変更す
るための宅建業法改正」などを内容とする要望
書を提出した。
野田聖子氏は、「密接に意見交換するなかで、
現場の皆さんが本当に望む政策などを実現したい」と語った。
また、林直清理事長は、「大勢の議員の方々が我々全日のために集まってくれた。本当に感謝する」
と挨拶した。

自民党本部で全日本不動産政策推進議員連盟
設立総会を開催

　平成26年7月1日（火）13:00より全日不動産相談センターを開設しました。
　同センターは、不動産取引に精通した経験豊富な相談員が、安心安全な不動産取引を目指して、会員からの
取引に関する実務相談を行うとともに、公益事業の一環として、消費者の相談にも応じることとしています。

運営時間 月・火・木・金曜日　　13：00～16：00
 ※毎週水曜日・年末年始・祝祭日・夏期（お盆）休暇除く

電話番号 ０３－3556－1800

※詳細は、全日ホームページhttp://www.zennichi.or.jp/index.phpをご覧ください。

全日不動産相談センター
開設しました！！
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改正建築基準法案が成立、構造計算の一部合理化など（5/29付）

6月のニュ
ースランキ

ング

エイブル、空室対策で3,000室を宿泊施設に
国家戦略特区の規制緩和で（5/22付）

エイブルは、国家戦略特区の規制緩和による旅館業法適用除
外を活用し、3,000室の賃貸物件の空室を宿泊施設として提供する方針だ。
旅行者向け宿泊マッチングサービスを提供する「とまれる」と業務提携した。
　サービス提供区域は、戦略特区エリアの東京都９区（千代田、中央、港、
新宿、文京、江東、品川、大田、渋谷）、千葉県成田市、神奈川県、京都府、
大阪府、兵庫県。エイブルが、空室に悩むオーナーに物件提供を提案する。
　2020年の東京オリンピックなどに向けて増加する訪日外国人旅行者が主要ターゲット。

東京都の中古マンション流通シェアランク
世田谷、港区が「２強」　東京カンテイ（6/3付）

重説と契約のネット化、日管協は「賛成」
検討会に意見書提出（5/29付）

東京カンテイ（東京都品川区）はこのほど、東京都における「行政区別・
中古マンション流通事例数シェアランキング」をまとめた。中古マンションのストック
が豊富な都府県ごとに、それらがどの地域で盛んに流通したかを調査し、今後増えると
みられる「人気中古マンションエリア」を確認するのが目的。
東京都では2003年以降、上位10位に登場するエリアは全て23区内となっている。１、２位につけたのは

世田谷区と港区。両区で順位の入れ替えはあるが、上位２位を独占している状況に変化はない。ストック数の多
さがそのまま流通増につながっているとみられる。
データは2003、2008、2012、2013年の中古マンション売り事例を集計した。

日本賃貸住宅管理協会（日管協）はこのほど、国土交通省で議論されている
「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」に対し、「賃貸住宅の重要事項説
明や賃貸借契約において、インターネットの活用を検討すべき」とする意見書を提出した。
同検討会では、不動産取引における重要事項説明に際しての「対面原則」について、イ

ンターネットなど電子化導入により見直しができるかどうかを議論しているが、多くの業
界団体からは、見直しについて疑問の声が上がっている。そんな中、同協会は、「インター
ネットの活用を前提に議論を進め、想定される課題については議論の中で解決策を検討
し、前向きに議論を進められることを強く要望」するとした。

建築基準法の改正案が５月29日、衆院本会議で審議され、可決、成立した。すでに参院先
議で審議・成立しており、27日の衆院国土交通委員会で採決され、全会一致で可決していた。

改正建築基準法は、３階建ての木造校舎を建築できるようにするなどの木造建築関連基準の見直し、構造計算
適合性判定の一部合理化、老人ホームの地階部分の延べ床面積への未算入、建築物の事故に対し、国が自ら関係
者に調査・立入検査ができるようにする調査体制の強化などが盛り込まれている。
施行は一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範囲内で政令で定める日からとなる。

▲詳細はエイブル&パートナーズのウェブサイト
（http://www.able-partners.co.jp/）を参照

▲近い将来、スカイプなどで契
約や重説が行われる可能性も
ある

2013 年
１ 世田谷区
２ 港区
３ 大田区
４ 江東区
５ 新宿区
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住友不分譲のマンションで施工不良　基礎杭が支持層未到達（6/10付）

住宅新報社ホームページにて、５月16日～６月15日までの期間、閲覧回数が
多かったニュースをランキング形式でご紹介します。

住友不動産はこのほど、同社が2003年に横浜
市西区で分譲したマンション住棟５棟（約260戸）のうちの１
棟（約60戸）について、基礎杭が支持層に到達していない事実
があったと公表した。
マンション分譲後、当該マンション住棟と他の住棟のつなぎ部

にある手摺のズレがたびたび生じていたため、度重なる調査を
行った結果、今回の事態が判明した。他の住棟について同様の異
常は発生していないという。
同社では、「施工会社の施工不良によるものだが、売主として

全責任をもって対応する」としており、安全確保のため仮住まい
の要請と提供を開始。今後の対応について管理組合や入居者と協
議し、建て替えを含む適切な是正工事を検討するほか、買取り補
償も行うとしている。

「ホテルオークラ東京」建て替え　高層棟にはオフィスも（5/23付）

価格上昇の勢い鈍化　消費増税後の影響も　東京カンテイ、中古マンション価格天気図（5/27付）

「リハウス」の三井不動産リアルティネットワーク　仲介件数、28年連続トップ（6/12付）

4月中古マンション売り価格　首都圏、都心に一服感（5/22付）

自民党内に全日系政治連盟、会長に野田聖子氏（6/6付）

東京カンテイ（東京都品川区）がこのほどまとめた 2014 年４月の中古マンション売り希望
価格（70㎡換算）によると、首都圏の価格が前月に続き弱含みとなった。昨年から上昇し続けている都心部で、
一服感が出ている。
首都圏（2,842万円、前月比0.7%下落）は２か月連続で下落し、近畿圏（1,838万円、同1.0%上昇）は

２か月ぶりに上昇。中部圏（1,497万円、同0.4%下落）は４か月ぶりに1,500万円を割り込んだ。

自民党の国会議員241人により、「全日本不動産
政策推進議員連盟」が設立した。会長は自民党総務会長の野田聖子
氏が務める。全日本不動産協会・全日本不動産政治連盟と連携を図
り、国民の住生活の向上と日本経済の持続的な成長を図る。全日の
両団体は、６月６日に自民党本部で開かれた設立総会の席上、「『宅
地建物取引主任者』を『宅地建物取引士』へ名称変更するための宅
建業法改正」などを内容とする要望書を提出した。

▲マンション基礎杭の構造

▲６月６日に自民党本部で開かれた設立総会
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の土地条件図や地質図、ハザード
マップなども添付する。
売買取引時は、売買に必要な総

額のみならず、不動産にかかるラ
ンニングコスト、収入や預貯金額
も考慮した資金計画や、住宅ロー
ンの借入期間もアドバイスして
いる。自らが持つ FPの資格を活
かして、簡単な住宅取得後のファ
イナンシャルプランも作成する。
これらはすべて仲介手数料に含
まれている。
なぜそこまでするのか、と田中

氏に問うと、「仲介業者が情報の
優位性を持っていたのは昔の話。
これからはプラスアルファのサ
ービスがなければ生き残ってい
けないと考えています。また、顧
客には安心していただくと同時
に、“本当に家を買いたいのか”
を、資金や家族計画とともによく
考えてほしい」と答える。資金計
画に無理がある顧客には、はっき
りと「今買わないほうがいい」と
伝えるそうだ。

「住宅コンシェルジュとしての仲介業と
木造アパート再生事業」

物件の売買・仲介をホームインスペクション付きで行う不動産業者がジワジワと増え始め
ている。「仲介業者は住宅のコンサルタントであるべき」との考えをもとに、6年前から
ホームインスペクションを取り入れ、「住宅コンシェルジュ」サービスを提供するあゆみ
リアルティサービスの業務内容と、木造アパート再生の取り組みを取材した。

いち早くホームインスペクション
を取り入れる

あゆみリアルティサービス代表
の田中歩氏は、信託銀行の不動産
部門出身だ。銀行での業務体制に
行き詰まりを感じていたことから、
これまで培ってきた不動産相続フ
ァイナンスの知識とコンサルティ
ング的な特性を生かした仕事での
独立を考えたのが10年ほど前。不
動産業での開業を目指し、勤務を
続けながら資格取得など準備を進
めてきた。
2009 年、満を持して東京都中央
区にあゆみリアルティサービスを
開業した時、ちょうどできたのが
NPO法人日本ホームインスペク
ターズ協会。迷わず入会した。こ
れこそ今後の不動産仲介に必要と
判断したからだ。
買主がこれから買うはずの不動
産に関して、あまりにも少ない情
報で判断せざるを得ないこと、売
主が中古物件を売りたいとき、建
物の価値をほとんど見てもらえな
いことなど、不動産売買の過程の
中で生じる売主・買主双方の不利
益を解消するのがホームインスペ
クション。売買の仲立ちをする仲
介業者が率先して取り入れ、サー
ビスとして提供すべきとの考えだ。

仲介業者がすべき
サービスを徹底

「住宅コンシェルジュ」と銘打
ったサービスの内容は以下の通
りだ。
まずはホームインスペクション

の実施。売主・買主どちらでも、売
買契約の前までに協会の公認試験
をパスしたホームインスペクター
に依頼する。誰に業務を頼むのか
決めるのは売主か買主側で、売買
が決まれば仲介手数料から実費を
引くため、実質無料で住宅診断を
受けることができる。つまり、費
用負担はあゆみリアルティサービ
スがすることになる。
また、売却の依頼に対しては一

般媒介契約を締結し、必ずレイン
ズに登録。より公平な取引を約束
する。
さらに、重要事項説明書には載

らないが必要だと判断した情報に
ついては、独自に調べて顧客に報
告している。例えば、中古マンシ
ョンを購入する人には、管理規約
や使用細則、長期修繕計画案、総
会議事録などを調べ、「管理状況報
告書」を作成。それぞれの項目に
つき独自に基準をつくり、○や△
などをつけてわかりやすく記載し
ている。さらに、建物の建つ土地

▲田中氏が作成した中古マンションの管理状況報告書
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「住宅コンシェルジュとしての仲介業と
木造アパート再生事業」

トは、最初は費用持ち出しとなる
が、各部屋に借り手がつけば６年
を待たずに初期投資を回収できる。
満室経営ならば３年ほどで元が取
れ、あとは利益となる計算だ。
こうして出来上がったのが「サ

クラ・アパートメント」。再生をし
たのは２階部分のみで、３万円で
も借り手がつかなかった部屋が、
今は６～７万円の賃料が取れて、
満室となっているそうだ。
建築家・施工者・不動産屋。そ

れぞれ立場は異なるが「家づく
り」に関わる３者による空家・空
室再生の試みは広がりを見せ、第
２弾の「綱島キャビン」が完成し
たほか、現在もいくつか進行中の
企画があるとのことだ。

取材先　株式会社あゆみリアルティサービス

木造アパート再生
「木賃デベロップメント」

そんな田中氏が現在力を入れて
いるのが、木造アパートの空家空
室再生事業だ。仕事を通じて知り
合った有限会社スタジオA建築
設計事務所の内山章氏、リノベー
ションの施工を手がけるルーヴィ
スの福井信行氏とタッグを組み、
「木賃デベロップメント」という
名のチームとして、木造アパート
の再生に挑んでいる。
きっかけは、西武池袋線「江古

田」駅から徒歩 6 分という好立地
にある一棟の木造アパート。立地
はいいが、築 35 年で外観も内装
もかなりボロボロだったこの物
件を田中氏が取得。それを田中氏
の顧客に転売し、新オーナーに再
生を働きかけた。
しかしオーナーに首を横に振

られ、それならと提案したのが、
「６年の間、オーナーから木賃デ
ベロップメントのメンバーが格
安で借り、その間に好きなように
リノベーションを施す。リノベの
費用は木賃デベロップメントが

持つが、その間転貸することで回
収する」という案。
オーナーは初期のリノベ費用を
持たずに、どちらにしろ空室となっ
ている部屋に安いながらも借り手
がつき、６年経ったらきれいになっ
て返ってくる。木賃デベロップメン

株式会社あゆみリアルティサービス
田中歩氏

会社概要
●会社名／株式会社あゆみリアルティサービス
●所在地／東京都中央区京橋
●設立／ 2009 年 2月
●代表取締役／田中歩（日本ホームインスペクター協会理事、1級ファ
イナンシャルプランニング技能士、不動産コンサルティングマスター）

●従業員数／ 1人
●事業内容／住宅コンシェルジュ、事業用不動産仲介、相続・不動産コ
ンサルティング、戸建て・マンション開発、不動産管理

●ＵＲＬ／ http://www.ayumi-ltd.com/
●（公社）全日本不動産協会会員
（公社）不動産保証協会会員

左：「サクラ・アパートメント」内装。
簡素なつくりで、住み手がカスタ
マイズできるようになっている

下左： 施工前。施工費を抑えるた
め、床貼りのワークショップを
開催するなど工夫した

下右：木賃デベロップメントの第２弾。
横浜の「綱島キャビン」
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賃貸住宅の防犯対策に注目が集まっています。警
視庁の調べによると、平成 24 年上半期の共同住宅
への侵入窃盗件数は、およそ１万件。年々減少傾向
にはあるものの、１日に約 55 件もの窃盗犯罪が起
こっている計算になります。
また、賃貸住宅内での犯罪は窃盗にとどまらず、

近年ではストーカー行為、強盗、暴行、女性に対す
る痴漢行為など、その内容は多様化、凶悪化してき
ているのが現状です。
そんな状況を受けて、今入居者は「セキュリティ」

に熱い視線を注いでいます。
管理会社に対する「賃料が上がる設備」のアン

ケート結果（図表 1）によると、単身者向け、ファ
ミリー向け物件ともに“エントランスのオートロッ
ク”、“ホームセキュリティ”が、また特に単身者
向けでは“防犯カメラ”、“ＴＶモニター付きイン
ターホン”も上位にランキングされるなど、防犯
対策への関心の高さが伺えます。
防犯意識の高い単身者の中でも、特に女性は犯罪

被害に遭いやすいだけに、敏感です。（図表 2）は
賃貸集合住宅に対する女性の防犯意識を調査したも
ので、専有部よりは共用部、共用部の中でもエレベー
ターやエントランス周りに防犯設備の必要性を感じ
ていることが分かります。

住宅ジャーナリスト　殿木真美子

特
集
2

何をすればいい？
賃貸住宅の防犯対策

入居者は防犯対策を見ている

出典：独立行政法人建築研究所　「賃貸集合住宅の防犯に対する女性の意識調査報告書」

出典：全国賃貸住宅新聞

※（　）内は前年ランキング・外はランク外

窃盗・強盗・ストーカーなど、住宅への侵入犯による犯罪が、年々凶悪化してきている昨今。
入居時にセキュリティを重視する人が増えています。入居者に安全を提供するのは、オーナーや管
理会社の大事な役目。大がかりな手間やコストをかけずに、今から始められる防犯対策について考
えてみましょう。

図表1　これがあれば賃料が上がる設備ランキング2013

図表2　賃貸集合住宅の防犯に対する女性の意識調査

単身者向け物件 ファミリー向け物件
順位 設備 順位 設備

1（→1） インターネット無料 1（→1） 追い炊き機能
2（→2） エントランスのオートロック 2（↑4） インターネット無料
3（↑外） エコキュート 3（→3） エントランスのオートロック
4（↑6） ホームセキュリティ 4（↑8） エコキュート
5（↓4） ウォークインクローゼット 5（↓2） システムキッチン
6（↑7） 独立洗面台 6（→6） ホームセキュリティ

7（↑外） 宅配ボックス 7（→7） 太陽光パネル
（入居者個別売電）

8（↑外） 追い炊き機能 8（↑外） ウォークインクローゼット
9（↑外） 防犯カメラ 9（↑外） 床暖房

10（↓5） ＴＶモニター付き
インターホン 10（↑外） 24時間利用可能ゴミ置き場

住まいの犯罪不安

エレベーター内 39.4
郵便受け 32.8
エレベーターホール 32.7
共用出入口 31.3
自転車・オートバイ置場 26.3
共用階段 25.5
共用廊下 23.0
駐車場 20.1
敷地内通路 19.6
ゴミ置き場 18.8
住戸内 13.4

※「不安」「やや不安」と回答した人の割合（%）
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総数
7,575

表出入口
2,271

ガラス破り
2,623

無施錠
1,526

無施錠
1,397

その他
263

その他
469

その他
892

合鍵
405

窓
4,412

防犯設備の中では、エントランスのオートロック
とホームセキュリティが人気を二分していますが、
これらを後付けで設置するのは費用の面で難しいと
いうオーナーは多いのではないでしょうか。
また、例えばオートロックがあれば安全かといえ
ば、そうとも言い切れません。警視庁が発表した資
料によると（図表 3）、侵入窃盗の発生場所は窓か
らが５割以上、次いで表出入口で３割以上となって
います。さらに詳しく見ると、表出入口からの侵入
で最も多い侵入手段が“無施錠”、窓からの場合で
もガラス破りに次いで無施錠が多いことが分かりま
す。にわかには信じられませんが、これはオートロッ
クがあることによる“過信”も一つの原因となって
いるのではないでしょうか。
また、驚くべきことにホームセキュリティのス
テッカーが貼ってある物件ばかりをねらう窃盗犯も
いるそうです。これは、緊急通報があってから警備
員が駆け付けるまでにあるタイムスパンを利用した
もので、かえって警備員が駆け付けるまでの間は誰
にも会わずに済み、その間に逃げられるという理由
によるということです。
では、費用のかかる大掛かりな設備を導入しなく
ても、手軽に始められる防犯対策とは何でしょうか。
まずは窃盗犯の心理として、侵入するのに５分以
上の時間を要すると侵入をあきらめる、ということ
がよく言われています。これを頭に入れた上で、侵
入経路の中で最も多かった窓のガラス破りについて
考えましょう。
ガラス破りの手口は、大きく分けて３つありま
す。「こじ破り（三角破り）」、「打ち破り」、「焼き破
り」です。この中で大きな音の出る打ち破りと、時
間のかかる焼き破りに比べ、比較的簡単で静かに侵
入できるこじ破りが最もポピュラーな手口です。い
ずれにしろ、これらの方法で窓に穴をあけ、そこか
ら手を入れて開錠し、侵入します。
このような侵入を回避するには、窓に防犯フィル
ムを貼るのが効果的です。ただ、ホームセンターな
どで防犯フィルムとして売られているものは、飛散
防止フィルムであることが多く、防犯対策としてな
らばなるべく厚いものを、鍵周りだけでなく窓全面
に貼るのが良いといわれています。
さらに窓の上下に補助錠を取り付ければ、かなり
強固な対策となります。まずは被害に遭いやすい１

手軽に設置できる防犯設備

図表3　侵入窃盗の発生場所別侵入口と侵入手段

共同住宅（3階建て以下）

出典：警視庁　「平成 24年度上半期の犯罪情勢」より筆者作成

ピッキング対策に有効なディンプルキー。
写真はキーチェンジシステムを用いたユ
ニークなカギで、紛失しても新たなカギを差
し込み記憶させることで、以前のカギは使
えなくなる。オーナーにとってもカギ交換の
必要がない優れもの。

階からはじめ、徐々に上の階にも設置するようにし
ます。これなら大きな費用負担なしに取りかかれそ
うです。
次に表出入口ですが、こちらは「ワンドア・ツー
ロック」が基本といわれています。今使っているカ
ギの補助錠として、もう一つのカギを後付けすれ
ば、侵入者に対する抑止効果は絶大です。防犯性能
の高いディンプルキーや、暗証番号を変えるだけで
鍵交換の必要がない電子錠もおすすめです。
どちらも比較的費用をかけずにでき、しかも防犯
効果の高い対策です。まずは、この２か所から始め
てみてはいかがでしょうか。
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高額な投資をしなくても、防犯対策に十分な設備
を導入できることは分かりました。しかし、本当に
ハード面だけ揃えれば安心といえるのでしょうか。
確かに、設備を整えることは大切ですし、見た目

にも分かりやすいので入居率に直結する可能性は高
いかもしれません。しかし、人の手によって作られ
たものは同じように人の手で簡単に壊すこともでき
ます。例えば、年々性能を増しているカギも、良い
カギを開発すればすぐにそれを攻略する手口が考え
出される、というまさに“いたちごっこ”の様相を
呈しているそうです。
もっと手軽で、普段から「気を付ける」ことでで

きる確実な防犯対策があります。それは「行き届い
た管理」と「コミュニティ形成」です。
侵入窃盗犯が窃盗に入る家屋を物色するときにま

ず見るのが「侵入しやすい家か」ということです。
侵入しやすい家の条件とは、「留守であること」、「入
りやすく逃げやすいこと」。具体的な条件をいくつ
か次ページの表に挙げてみました。
表中の近くにコンビニがある、侵入しやすい窓が

ある、など立地や建物の条件は今から変更はできま
せんから、これらの条件に当てはまる物件では、よ
り注意が必要です。
ただ、物件周辺をきれいにすることや、新聞受け

に注意することくらいはすぐにでもできそうです。
物件周辺の掃除をこまめに行うことは、清潔感を

地域との関わりも重要

そのほかに、比較的安価で効果の高い設備をいく
つかご紹介します。
まずは、宅配ボックスです。ネット通販が当たり

前になったことで、宅配ボックスは人気の高い設備
の一つですが、実は防犯にも効果を発揮してくれま
す。以下の写真は、共用部分に後から設置できる置
き型の宅配ボックスで、施錠がダイヤル式なので電
源をとる必要がありません。１体２ボックスで価格
は約 10 万円とお手頃です。
オートロックをかいくぐり、玄関口のドアを開け

させるには、宅配業者を装う手口が最も疑われにく
いものです。実際に、宅配業者を装ってオートロッ
クを開けさせ、マンションの複数戸に侵入したピッ
キング被害の報告もあります。
宅配ボックスがあれば、初めから宅配業者と顔を

合わせる必要がなく、それでも玄関前までやってく
る宅配業者がいれば、カギを開けなければいいので
す。不在時に荷物を受け取れる、という本来の目的
のみならず、防犯にも威力を発揮する宅配ボックス
は導入検討の余地ありです。
また、同じく設備で人気の高いインターネット無

料サービスは、実際に導入しているオーナーも多
いかもしれません。このとき「ネットワークカメ
ラ」を同時に検討してみるのも手です。ネットワー
クカメラとは、カメラ機能とコンピューターとして

屋内に設置する宅配ボックス。メーカーではおよそ８戸に対して１ボックスの割合を推奨してい
る。高さ95×幅 45×奥行 52cm。

安価なのに効果大、おすすめ防犯設備 のサーバー機能が一体化したデジタルカメラのこと
で、これまでのアナログ監視カメラと比べて機能が
大幅に向上しているのが特徴です。
防犯カメラは高い、という印象があるかもしれま

せんが、簡単なものであれば数万円程度と案外安く
手に入ります。本格的なものは、リース対応してい
る業者もあります。自分のパソコンやスマホにリア
ルタイムの映像を映すことができたり、指定した画
像をキャプチャできたりと、ここ数年で機能が一気
に向上しています。各メーカーで様々な機種が続々
発表されていますし、インターネットサービスを提
供する業者で独自にシステム構築と各種サービスを
セットにした商品を販売していることもあるので、
一度問い合わせをしてみるといいかもしれません。
また侵入者は音や光を嫌うので、エントランスに、
踏むと音のする玉砂利を敷く、人感センサー付きの
ライトを設置するなども、簡単ですが効果的です。
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窃盗犯が侵入しやすい家の条件
●幹線道路の周辺に位置する。
➡逃走経路を確保しやすいため

●線路沿いに位置する。
➡大きな音で侵入音がかき消されるため

●近くに公園やコンビニ、自動販売機がある。
➡不審者がいても怪しまれず、物色しやすい

●外から見て死角になる位置に窓・ベランダがある。

●外から車庫が丸見え。
➡家人の不在が分かりやすいため

●家の周りが雑然としている。
➡家によく注意を払っていない家人だと判断される

●郵便受けに郵便物がたまっている。
➡長期不在の可能性が高いため

●家の周りの人通りが少ない。

地道な地域活動が物件の価値を高める
ただ、こまめにといっても２、３人の力では限度
があります。そんな時の心強い味方が、地域の人々
です。「人通りが少ない家」が侵入しやすいのなら、
近所の人がよく表に出て掃き掃除をしたり、道に立
ち止まっておしゃべりをしていたりするような家は
どうでしょう。侵入者が最も気にするのが「人の目」
ですから、今後周辺には近づかなくなるはずです。
実際、自治会などが自主的に防犯パトロールをし
たり、防犯ステッカーが至る所に貼ってあったりす
るような、地域ぐるみで防犯に取り組んでいる町
は、被害に遭いにくいといわれています。
こうしたことを踏まえ、不動産業界でも団体単
位、または会社単位で防犯活動に取り組んでいる事
例があります。
（公社）全日本不動産協会滋賀県本部では、犯罪
のない安全・安心な町づくりを推進するために、防
犯キャンペーンを展開している滋賀県草津市・草津
警察署と協働して防犯活動に取り組んでいます。昨
年夏には、「気にかける・声をかける・鍵をかける・
呼びかける」といった“４つのかける”を喚起した
うちわ数千本を作成し、駅前などで通行人に配りな
がら防犯を呼びかけました。この活動は毎夏続けら
れているそうです。
また、自治会活動に積極的に参加して町とつなが
り、地域清掃や防犯パトロールなどに精力的な「町
の不動産屋さん」の事例も多々あります。
そのような地道な活動は、会社・団体の社会的責
任（CSR）に大きく寄与するとともに、犯罪を未然
に防いで町全体の価値を高めてくれます。「犯罪の

少ない町」という
評判は、物件の価
値に直結します。
まずは、身近な活
動から始めてみて
はいかがでしょう。

昨年夏に行われた全日本不動産協会滋賀県本部らに
よる防犯活動

エントランスやゴミ置き場がキレイな物件は、窃盗犯に侵入されにくい。

保ち物件の価値を上げるだけでなく、防犯対策にも
なります。外から見られやすいエントランス、ゴミ
置き場、駐車場や自転車置き場、郵便受けなどをい
つもきれいに保っておくと、侵入者は「よく手入れ
の行き届いた家」という印象を持ち、侵入しにくい
と判断します。
また、侵入者は必ず下見をするといわれていま

す。その際に物件前を掃除をしている人を見れば「よ
く人が出入りする家」と考え、さらにその人から挨
拶をされたら顔を覚えられたと思い、近づかなくな
るそうです。
オーナーだけでなく、管理会社もこまめに物件に

顔を出し、掃除をしたり、入居者や行き交う人と挨
拶をするだけで、実は防犯対策になっているのです。

住宅ジャーナリスト。「ゆとり生活」
をテーマとする雑誌の編集者を経
て、2005 年から住宅分野に注力。
新築・中古を問わず、年間数十件
ベースでマンションを取材。

殿木真美子（とのき・まみこ）

Profi le
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会 員 の 皆 様 へ

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
への認証申出について

公益社団法人不動産保証協会（以下、「本会」という。）及び公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
（以下、「全宅保証」という。）の両協会においては、宅地建物取引業法第 64条の３第１項第３号及び同
法第 64条の８に基づく弁済業務に関し、消費者を優先的に保護するという趣旨から、各々の内部規約で
所属会員からの認証申出に関して制限を設けています。
しかしながら、それぞれの保証協会から見て、他方に当たる保証協会の所属会員からの認証申出につい
ては、弁済業務に関する自協会の内部規約が適用できないため、現行法制度が定める“認証申出の順位”ルー
ルにより、業者が優先され、結果として、消費者が優先されず十分な救済ができない事態が生じています。
このため、本会及び全宅保証の両協会では、消費者保護の一層の充実を図るため、他方の保証協会所属

会員からの認証申出においても、内部規約が適用できるよう、今般、両協会それぞれの総会において、下
記事項が決議されました。なお、同決議を受けた協定書は、平成 26年７月２日に両協会の代表者（本会
理事長 林 直清及び全宅保証会長 伊藤 博）との間で調印締結され、その発効日は平成 26年 10月１日と
されております。
会員の皆様には、本決議及び協定の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

〈平成 26年 6月30日 本会の総会決議〉　（注）全宅保証の総会決議も同趣旨の内容です。

１．本会会員は、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会へ認証申出する場合にあっては、同協会
における所属会員による認証申出と同様に扱われ、同協会の「弁済業務方法書及び同細則（１）」に
従うこと。

２．別紙「協定書（２）」を締結すること
なお、本協定発効日は、平成 26 年10月1日とする。

▲７月２日に行われた調印式　写真左より（公社）全国宅地建物取引業
保証協会 伊藤博会長、（公社）不動産保証協会 林直清理事長

本協定締結による両協会の弁済業務処理イメージ

全宅保証協会

認証申出
（内部規約適用可）

全日保証　会員

認証申出
（内部規約適用可）

全宅保証　会員

全日保証協会

認証申出（非全宅
保証会員のため内
部規約適用不可）

認証申出（非全日
保証会員のため内
部規約適用不可）

《協定締結前》
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［参考］

（１）全宅保証の「弁済業務方法書及び同細則」抜粋
（会員の認証申出に関する主な制限規定）

■弁済業務方法書
第１条 ： この業務は、～（省略）～に関し弁済するもので、
地域の範囲は本邦一円とする。
但し、宅地建物取引業者間の債権については、申出人が専門
業者として相当の注意を払った場合にのみ対象とする。
■弁済業務方法書細則
第４条 ： 次の各号に掲げる原因に基づく債権は本業務の
対象外とする。
②宅地建物取引業者間の違約金及び仲介手数料
第６条の２ ： 会員による認証申出については、受理後いかな
る場合も５か月間はその順位を保留し、その間一般消費者よ
りの申出があれば、これを優先するものとする。

（２）協定書（全文）

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会（以下
「甲」という。）と公益社団法人不動産保証協会（以下
「乙」という。）の両協会は、宅地建物取引業法に基づく
弁済業務において、消費者を優先的に保護するため、所属
会員による相手方の保証協会への認証申出の処理に関し、
下記のとおり本協定を締結する。
（総会の決議）
第１条： 甲及び乙は、次の各号に定める事項を互いの総会
にて決議する。
（１）甲又は乙の所属会員が、相手方の保証協会へ認証申
出する場合にあっては、同協会における所属会員による認
証申出と同様に扱われ、同協会の弁済業務の諸規定に従
うこと
（２）本協定書を締結すること
（相手方所属会員による認証申出の処理）
第２条： 甲は、乙所属会員による甲への認証申出があった

場合は、甲所属会員による認証申出と同様に扱い、甲の
弁済業務方法書及び同細則を適用する。
２ ： 乙は、甲所属会員による乙への認証申出があった場合
は、乙所属会員による認証申出と同様に扱い、乙の弁済
業務規約を適用する。
（諸規定の整合性）
第３条　甲及び乙は、会員による認証申出の審査基準に関
する諸規定の整合性を確保するように努め、当該諸規定を
改正する際には、相手方の保証協会と協議するものとする。
（会員への周知）
第４条 ： 甲及び乙は、本協定内容を所属会員に周知するよ
うに努める。
（効力の発効）
第５条 ： 本協定は、第１条に定める決議を条件とし、甲及
び乙の総会で決議された発効日をもって発効する。
（協定の解消）
第６条 ： 甲及び乙は、協議又は相当の期間（3か月以上）
をおいて事前に相手方に通知することで本協定を解消する
ことができる。但し、解消日までに受理されている認証申出
（苦情解決の申出を含む。）案件に関し、その処理が終了す
るまで本協定は効力を有する。
（協議事項）
第７条 ： 本協定に定めのない事項については、甲及び乙協
議の上、決定する。

平成 26年７月２日

甲　  東京都千代田区岩本町２－６－３
　　  公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
　　　　　会長　　　伊藤　博
乙　  東京都千代田区紀尾井町３－３０
　　  公益社団法人不動産保証協会
　　　　　理事長　　林　直清

両協会の所属会員からの認証申出に関し
適用となる規約上の制限の主な内容
1.会員の申出は、5か月間弁済順位を保留し一
般消費者からの申出を優先する
2.宅地建物取引業者として相当の注意を払っ
た場合のみ対象とする
3.宅地建物取引業者間の違約金及び仲介手数
料は対象外

全宅保証協会

全日保証　会員全宅保証　会員

全日保証協会

認証申出
（内部規約適用可）

認証申出
（内部規約適用可）

全日保証　会員

認証申出
（内部規約適用可）

認証申出
（内部規約適用可）

全宅保証　会員

《協定締結後》
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１．建物の取得価額の計算の原則
法人税の計算上、法人が取得または建設した

建物の取得価額は、原則として次に掲げる場合の区分に
応じ、それぞれに定める金額とされます。
（１）建物を購入した場合
法人が建物を購入した場合、その建物の取得価額は次

の①と②の合計額とされます。
①建物の購入の代価(購入手数料等その資産の購入のた
めに要した費用を含む）

②建物を事業の用に供するために直接要した費用の額
（２）建物を建設した場合
法人が建物を建設した場合、その建物の取得価額は、

次の①と②の合計額とされます。
①建設等のために要した原材料費、労務費および経費の額
②その建物を事業の用に供するために直接要した費用の額

２．建物の取得価額に算入する費用の主な例
（１）立退料
法人が建物の取得に際し、建物の使用者等に支払った

立退料は、前述１．（1）②に該当することから、建物の
取得価額に算入されます。
（２）住民対策費
工場、ビル、マンション等の建物の建設に伴って支出

する住民対策費（無形固定資産または繰延資産の取得価
額に算入されるものを除く）の額で、当初からその支出
が予定されているものについては、前述１．（2）①の経
費の一種と考えられるので、毎年支出することになるも
のを除き、その支出が建物の建設後に行われるものであ
っても、その建物の取得価額に算入されます。

3．建物の取得価額に算入しないことができる費用
（１）借入金の利子
　建物を取得するために借り入れた借入金の利子の額
は、たとえその建物の使用開始前の期間に係るものであ
っても、これをその建物の取得価額に算入しないことが
できます。ただし、借入金の利子の額を建設中の建物に
係る建設仮勘定に含めた場合は、当該利子の額は建物の
取得価額に算入したことになります。このため、建物が
完成し、建設仮勘定から建物勘定に振り替える際に、当
該借入金利子を抜き出して損金算入することはできな

いので注意が必要です。
（２）借入金の利子以外の費用で建物の取得原価に算入

せず損金に算入することができるものの例
　次に掲げるような費用の額は、前記１．にかかわらず、
たとえ建物の取得に関連して支出するものであっても、
法人の選択により、建物の取得価額に算入せず、各事業
年度の損金の額に算入することができます。
①不動産取得税または登録免許税その他登記に要する費用
不動産取得税等の租税公課等は、一種の事後費用で

あり、その性格も流通税的なものや第三者対抗要件を
具備するための費用です。このため法人税基本通達で
は、これら租税公課等を建物の取得価額に算入するか
損金として処理するかどうかについて、法人の判断に
任せています。
②建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎
工事等で、その建設計画を変更したことにより不要と
なったものに係る費用の額
建物の建設等のための調査、測量、設計等に要した

費用の額は、その建物が当初の建設計画通りに完成し
た際には取得価額に算入すべきものです。しかし、そ
の建設計画が中止・変更されたため、すでに支出済み
のこれらの費用が結果的に無駄になった場合には、そ
の中止した旧計画に係る費用は、その時点で全くのロ
スになることから、そのロスを新たな計画に基づく建
物の取得価額に算入することを強制するのは不適当
です。このため法人税基本通達では、上記のような当
初の計画の変更のため、やむを得ず生じたロスについ
ては、法人の選択により、その支出の時点における損
金として処理することが認められています。
③いったん締結した建物の取得に関する契約を解除し
て他の建物を取得することとした場合に支出する違
約金の額
例えば、当初Ｘ建物の取得を予定して手付金を支払

ったが、最終的にＸ建物に替えてY建物を取得する
ことにし、Ｘ建物の取得に係る契約を解除して手付金
を没収された場合、Ｘ建物の取得に係る契約とＹ建物
の取得に係る契約が別個のものであることから、Ｘ建
物の契約解除に係る手付金の没収額は強いてＹ建物
の取得価額に算入する必要はなく、法人の選択によ
り、その支出の時点における損金として処理すること
が認められています。

法人が建物を取得または建設した場合の建物の取得価額の計算方法について教えて
ください。

法人が建物を取得
または建設した場合の
取得価額の計算方法

税理士法人 タクトコンサルティング
情報企画室長

税理士 山
やまざ き

崎 信
のぶよ し

義 先生
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1. 建物賃貸借と敷地利用
アパートの部屋を賃貸した後に、入居者の一

人がアパートの敷地内に自動車を長期間にわたり駐車
させることがあります。家主が無断で駐車しないよう注
意すると、入居者から、敷地のついていない建物はあり
得ないのだから、敷地も利用できるという前提でアパー
トの賃貸がなされているはずだ、車社会で人が出入りす
るには自動車を使用するのは当たり前の時代なのだか
ら駐車は当然であるかのように言われて、家主の注意に
耳を貸さないというケースもあり得ます。この問題はど
のように考えるべきなのでしょうか。
民法上、建物と土地とは別個の不動産とされており
家賃は建物の使用収益の対価と考えられています。し
たがって、建物の賃貸借契約を締結しているからとい
って、賃借人は当然に敷地について賃貸借契約を締結
したことにはなりませんし、土地について賃借権を取
得するわけでもありません。建物賃貸借契約を締結し
た場合、法律上、賃貸借の目的物が建物のみであるこ
とは明らかですが、かといって、敷地を一切通行でき
ない建物は観念することができません。賃借人は、賃
貸借契約を締結したのは建物についてのみであり、土
地を借りる契約は締結してはいませんが、敷地を利用
することなく建物を使用することは一般的には困難な
ことですから、建物賃貸借契約という契約の性質上当
然に、建物を使用するという目的の範囲内においては、
それに伴う敷地の利用が可能だと解されてきました
（最高裁判所昭和 38 年２月 21 日判決等）。要するに、
建物賃貸借契約においては、建物の敷地自体は賃貸借
の目的物とは解されず、賃借人は、建物を利用する上
で必要な範囲で、事実上の使用が許容されるだけであ
ると考えられているのです。

２. 建物使用の目的の範囲内の使用
問題は、何をもって、建物使用の目的において必要な
範囲内の使用であると判断するのかということです。
一般的には、一戸建ての建物の賃貸借契約の場合には
多くは塀や垣根等の囲障で囲まれ、その建物のための敷
地の範囲が区画されています。
このような場合には、その塀や垣根等の囲障で区画さ
れた範囲内の土地が、建物使用の目的において必要な範
囲ということになります。その敷地は、通常、一戸建て
の建物の賃借人以外の者が使用することが想定されず、
一戸建ての建物の使用の目的からして、その敷地が建物
使用の範囲を超えたかなりの広さを有する広大地でな

い限り、建物使用に伴う使用をすることが許容されてい
ると考えられるからです。
これに対し、アパート等の共同住宅の一室を賃貸す
るような場合には、その敷地が塀や垣根等の囲障で区
画されていたとしても、その一室の賃借人が区画され
た敷地全体を一人で使用することが、建物使用の目的
において必要な範囲内の使用ということにはなりませ
ん。仮に、その敷地がアパートの各賃借人の賃借部分
に応じて、それぞれが利用できるように区分されてい
る場合には、その区分にしたがって賃借人は敷地を利
用することが可能です。そのような区分がなされてい
るということは、賃借人が当該区分された敷地を使用
することは、建物を使用するという目的の範囲内と考
えられるからです。
しかし、そのような区分がなされていない場合には、
賃借人が当然に区画されたアパートの敷地内を自由に
使用できると考えることはできません。賃借人の一人が
敷地を自己の自動車の駐車場として使用するというこ
とは、同じアパートの他の入居者の使用の妨げになり得
るもので、そのような使用が、建物使用の目的において
必要な範囲内であるとはいえないからです。

3. 必要な使用の範囲を超えている場合の措置
御質問のケースのように、アパートの入居者の一人の

みが敷地を自己の自動車の駐車場として使用しており、
それが他の入居者の使用を妨げるような場合には賃借
人には土地の賃借権等の権利が発生しているわけでは
ない以上、そのような事実上の使用は許容されないこと
になります。
このような場合には、賃貸人としては、契約外の使用

であるとして、入居者に対し、駐車場の使用をやめるよ
う請求することができます。しかし、これを理由に賃貸
借契約を解除できるかについては、信頼関係を破壊して
いるか否かという判断が必要になりますので通常では
難しいと考えられます。

アパートの入居者による無断駐車

私が経営するアパートの入居者の一人が敷地内に自動車を駐車させて他の入居者
に迷惑をかけているとの通報がありました。やめさせることはできるのでしょうか。

232014.7



私は分譲マンションを購入し賃貸しています。このたび賃借人が隣室の居住者の飼って
いた犬にかまれて負傷し、退出してしまいました。使用細則では、犬の飼育は禁止されて
います。隣室の居住者に対し、賃借人退出による損害賠償を請求できるでしょうか。

犬のかみつき事故
による損害賠償請求

1. 回答
賃借人が退出したことによる損害賠償を、隣

室の居住者に対して請求することができます。退出に伴
って空室期間が生じた場合には、損害には、空室期間の
賃料相当額の一部も含まれます。

2. 著名俳優夫婦への損害賠償請求
さて、分譲マンションを所有者から借りて居住してい
た賃借人が、ほかの居住者の飼育していた犬にかみつか
れて負傷し、そのためにマンションに居住し続けること
が困難となって退出したケースにおいて、所有者（賃貸
人）から、犬を飼育していた居住者に対する損害賠償請
求が認められた裁判例が公表されています（東京地裁平
成 25 年 10 月 10 日判決、判時 2205 号 50 頁）。犬の飼い
主である居住者が著名な俳優夫妻であったことから、マ
スコミにも大きく取り上げられました。

3. 事案の概要
事案の概要は、次のとおりです。

（１）賃貸人Ｘは、分譲マンションを購入し、月額賃料
を 175 万円として、賃借人Ｄに賃貸していた。
このマンションは、全３階の居住フロアに２階建
ての居室７区画が配置されており、各区画の専有
面積が 200m2 を超える超高級マンションであった。
マンションの使用細則には、禁止行為として、「動
物を飼育すること。但し、居室のみで飼育できる
小動物は除く」と定められていたが、マンション
の別の部屋の居住者Ｙは、使用細則に違反し、犬
（ドーベルマン）を飼育していた。

（２）平成 23 年５月 21 日、Ｄが３階フロアの共用通路
を歩いていたところ、Yの子Ｅの連れ出した犬が
２階フロアから３階フロアに駆け上がってＤに襲
いかかり、Ｄに傷害（11 日間の通院治療を要する
右大腿表皮剥離）を与える咬

こうしょう
いかかり、Ｄに傷害（11 日間の通院治療を要する

こうしょう
いかかり、Ｄに傷害（11 日間の通院治療を要する

傷事故が起こった。
（３）Ｄは、この咬傷事故のためにマンションに居住し

続けることが困難な精神状態に陥り、同年６月 12
日、賃貸借契約を合意解除し、退去した。退去後
に次の入居者が決まったのは、合意解除から 17 か
月経過後の平成 24 年 12 月であった。

（４）Ｘは、Ｙに対して、解約違約金（賃料の２か月分
に相当する金額）相当額、貸室が空き家となって

いた期間などの賃料相当額、および弁護士費用につ
いて、損害賠償を請求した。

4. 判示
裁判所は、次のとおり判示して、解約予告金、空き家
となっていた期間のうちの９か月分の賃料相当額、およ
び弁護士費用の損害賠償請求を認めました。
『本件マンションの建物使用細則は、居室のみで飼育
できる小動物を除き、動物を飼育することを禁止してい
ることが認められる。
この禁止規定に違反した結果、この共同の利益が損な
われることは、本件マンションに居住する価値が低下す
ることにつながるから、専有部分の区分所有者その他の
権利者が有する財産上の利益も損なうことになると解
するのが相当である。
特に本件マンションは、７戸という特定少数の入居者

が外部から隔離された環境で生活する高級マンション
であり、快適な居住環境が通常の居宅以上に重視されて
いるのであって、このことが月額賃料の額にも反映され
ているとみるのが相当である。したがって、本件マンシ
ョンの居住者は、この禁止規定に違反してはならず、こ
れに違反して動物を飼育する場合には、本件マンション
の居住者その他の関係者の生命、身体、財産の安全等を
損なうことがないように万全の注意を払う必要があり、
飼育する動物が専有部分や共用部分の一部を毀損する
など、財産的価値を損なう行為をして専有部分の区分所
有者その他の権利者が有する財産上の利益を侵害した
ときは、民法７１８条１項による損害賠償責任を負うほか、
上記注意義務に違反したと認められるときは、同法７０９
条による損害賠償責任も免れず、いずれにしても専有部
分の区分所有者その他の権利者が財産上の利益に関し
て受けた損害を賠償する責任があるというべきである。
そして、動物の飼育者が上記注意義務に違反したため
に飼育する動物が本件マンションの共用部分において
居住者に対して咬傷事故等を惹

じゃっき

起し、被害者が恐怖心等
により心理的に本件マンションの居室に居住すること
が困難になって賃貸借契約を解約して退去したときは、
本件マンションの区分所有者、居住者その他の関係者の
生命、身体、財産の安全を確保し、快適な居住環境を保
持するという共同の利益が侵害されたといわざるを得
ず、これによって発生する損害について不法行為による
損害賠償責任を免れない』。

山下・渡辺法律事務所

弁護士 渡
わたなべ

辺 晋
すすむ

 先生
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消費税率引上げに対応した
報酬額表に更新しました

40

　会員専用ページに掲載されている「報酬額表」を平成26年４月１日からの消費税率引上
げに対応したものに更新いたしました。
　以下の２種類をご用意しております。　ぜひ、業務にご活用ください。

「報酬額表のダウンロード」
の手順
1 【会員ログイン】ボタンから会
員専用ホームページにログ
イン

2 画面右メニューの「お得で便
利なサービス」メニューから
【報酬額表ダウンロード】ボタ
ンをクリック

3 （A）A3判か（B）従来サイズを
選んでクリック

4 開いたら、ブラウザの「ファイ
ル」⇒「名前を付けて保存」を
選び、ダウンロードする

3

2

4

（A） A3判サイズ（縦42.0cm × 横29.7cm）
（B） 従来サイズ（縦34.5cm × 横77.0cm）
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１．趣旨・出願資格
明海大学不動産学部の企業推薦特別入学試験制度は、明海大学が目指す「社会に開かれた大学」

の趣旨により、社会の要請に応じて総合的かつ学際的な教育の機会を与える制度です。

３．出願書類の取り寄せ
出願書類の取り寄せを希望する志願者は、郵送先・氏名・電話番号を明記の上、官製葉書にて申し
込んでください。申込み受付後、宅配便 ( 着払 )で郵送します。なお、宅配便代は、志願者の負担とな
ります（申込み後、7日以内に出願書類が届かない場合はお問い合わせください）。
【申込先】   公益社団法人 全日本不動産協会
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番30号 全日会館3階　電話 03-3263-7030（代）

４．注意事項
本入学制度の詳細および注意事項等については、出願書類の取り寄せ時に送付される試験要項をご
参照ください。
　※詳細については明海大学入試事務室まで
　　〒279-8550　千葉県浦安市明海 1丁目　TEL 047-355-5116（入試事務室直通）　

不動産学部ワンデーセミナーのご案内
８月２日（土）15：30～17：30にワンデーセミナーを開催します。詳しくは、明海大学公式HPでご確認ください。

浦安キャンパス OPEN CANPUS 2014
７月２０日（日）、８月２日（土）、８月２３日（土）、９月２８日（日）、１０月２６日（日）、各日程10：30～15：00 事前予約不要 【学科
紹介】13：00～13：15  【体験授業】13：15～13：45。 ＊毎回12：30～12：55に保護者向けの進学説明会を行います。
明海大学 HP ⇒ http:// ｗｗｗ .meikai.ac.jp

※募集人員はＡ日程、Ｂ日程の合計人数です。　※面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。

２．入学試験日程・募集人員等

出願資格❶～❸のいずれかに該当し、かつ、出願条件（ア）および（イ）を満たす者

明海大学不動産学部不動産学科
企業推薦特別入学試験要項〈抜粋〉

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 募集人員 試験科目・時間割

Ａ日程
10月 30日（木）～
11月 12日（水）
全日に郵送必着

11月 23日（日・祝）
浦安キャンパス

35名
9:30　  集合
10:00  ～面接

○事前に提出された出願申請書等の内容に基づき実施します。 
Ｂ日程

2月 19日（木）～
3月 4日（水）
全日に郵送必着

3月 17日（火）
浦安キャンパス

【出願資格】
❶高等学校、中等教育学校または専修学校の高等
課程を卒業（修了）した者および 2015（平成
27）年 3月卒業（修了）見込みの者

❷通常の課程による 12年の学校教育を修了した
者および 2015（平成 27）年 3月修了見込みの
者（通常の課程以外の課程によりこれに相当す
る学校教育を修了した者を含む）

❸学校教育法施行規則第 150条により、高等学校
を卒業した者と同等以上の学力があると認めら
れる者および 2015（平成 27）年 3月 31日ま
でにこれに該当する見込みの者

【出願条件】
（ア）明海大学不動産学部不動産学科での勉学を強

く希望し、第一志望として入学を志し、合格
後の入学を確約できる者

（イ）明海大学と委託協定を結ぶ本会から推薦を受けら
れる者

○公益社団法人 全日本不動産協会〔全日〕の推薦条件
　全日に所属する企業に勤務している者、また
は明海大学卒業後に会員企業等への就職を希望
する者
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平成26年5月

北海道 札幌市 カイナホーム
函館市 中村建築企画

宮城県 牡鹿郡 アベ住建
塩竈市 Ｃａｐｉｔａｌ Ｒｉｓｅ （株）
仙台市 サイト工業（株）
石巻市 スマートホーム（株）
仙台市 （有）ダブルストーン
黒川郡 ライフパートナー
仙台市 （株）ルースリンクス

福島県 郡山市 （株）タウザー
安達郡 椛ＨＯＭＥ（株）

茨城県 水戸市 （株）三久
栃木県 宇都宮市 （株）サンハウストレード
埼玉県 川越市 （株）大都エステート

川口市 峠商会（株）
川口市 （株）ファインハウス

千葉県 船橋市 幸和土地建物（株）
浦安市 （株）すまいる情報新浦安
柏市 ＺＥＮＩＴＨ（同）
成田市 （株）東峰企画
茂原市 （株）ブレイン
習志野市 （株）ポラリス
松戸市 わーむはうじんぐ（株）

東京都 三鷹市 （株）アーク
中野区 （株）アイ・オー・シー
東村山市 （株）アイホーム
豊島区 あいほーむ（株）
新宿区 アップシードレジデンシャル （株）
国立市 （株）アナライザー
千代田区 アライアンス（株）
江東区 （株）インテグリティ
品川区 （株）インプレッション
港区 （株）Ｖｉｓｔａｒｉａ
豊島区 （株）永楽コーポレーション
台東区 （株）エステート・ワン
新宿区 （株）エテルナカンパニー
渋谷区 ＦＭＧ（株）
港区 ＭＴＲ（株）
千代田区 （株）ｗｅｒｄｅｎ
新宿区 （株）大関工務店
新宿区 Ｏｆｆｉｃｅ Ｈｅｌｌｏ
渋谷区 （株）オリシア・エステート・カンパニー
千代田 （有）九段商会
新宿区 グッドパートナーズ （株）
千代田区 （株）グラビティ
渋谷区 （株）クレアコーポレイション
渋谷区 （株）ケーズリード
江戸川区 （株）越川コーポレーション
渋谷区 ＳＡＫＵＲＡリアル・エステート・ジャパン（株）
世田谷区 サワハウジング
町田市 （株）ジーエヌコーポレーション
中央区 Ｇ－ｃｏｎｎｅｃｔ （株）
港区 シティスコープ（株）
新宿区 新都心不動産（株）
港区 （株）ｓｔｙｌｅ ｌａｂｏ
世田谷区 （株）ストーン
渋谷区 スペースリンク（株）
千代田区 （株）セナコンサルティング
羽村市 総合室内装飾　タイアップインテリア
足立区 （株）大成不動産
八王子市 （株）大地
港区 ダイニチ建設（株）
渋谷区 （株）チーム１
中央区 東京アセット・パートナーズ（株）
新宿区 東京賃貸管理（株）
新宿区 （有）ドマーニ
立川市 トラストワン（株）
文京区 （株）ネオリンクワークス
八王子市 ハウスリンクマネジメント（株）
町田市 （株）ハッピーランド
豊島区 （有）ＰＭ工房社
豊島区 ＶＮｓｔａｒ（同）
小金井市 （株）ヒカルエステート
千代田区 （株）ヒューネット・ジャパン
練馬区 Ｆｉｔ．ｅ－Ｈｏｕｓｅ（株）
豊島区 （株）フォーシーズ
中野区 （株）フソウ住建
渋谷区 （株）ブラステック
世田谷区 （株）Ｍａｋｏｔｏ Ｐｌａｎｎｉｎｇ

東京都 大田区 （株）マザーズ不動産
青梅市 （株）マスターズホーム
武蔵野市 （株）ミルプランニング
足立区 （有）メリットシステム
新宿区 （株）ｍｏｒｒｏｗ
港区 （株）ＲＯＵＮＤ ＥＤＧＥ
豊島区 （株）りぷら
千代田区 （株）リムズ
中央区 （株）レストア
新宿区 Ｙ́ｓエステートプランニング
豊島区 （株）ワイズバディ

神奈川県 横浜市 （株）アセットスクウェア
横浜市 （株）インテックスライン
横浜市 （株）ＫＩＫＵＹＡ
横浜市 （株）ケイコーポレーション
横浜市 （有）高華商事
横浜市 沢渡不動産（株）
横浜市 湘南建設（株）
座間市 （有）シンコーメタル
横浜市 ＰＳ Ｄｅｓｉｇｎ（株）
川崎市 （株）マツモト建装
横浜市 モノリスコーポレーション（株）

石川県 金沢市 金原商事（株）
岐阜県 中津川市 Ｃａｔｃｈコーポレーション（株）

各務原市 （株）ＺＥＲＯ
静岡県 裾野市 （有）アワーズ

浜松市 （株）ヴィブラス
菊川市 大垣不動産
浜松市 心建設（株）
賀茂郡 （株）サイファーム南伊豆
静岡市 松永油化商事（株）

愛知県 名古屋市 （株）住居建設
名古屋市 中林不動産（株）
名古屋市 （株）万屋コーポレーション
あま市 （株）リレイションホーム

三重県 四日市市 （株）スマイルリンク
京都府 京都市 （株）ホシナ

八幡市 （株）吉川工業
大阪府 大阪市 （有）Ａ－ｌｉｖｅ

大阪市 （株）ＭＪ
大阪市 （株）グラファスライフ
大阪市 （株）クランホーム
大阪市 （株）サンクリエイト
大阪市 （株）ジー・アズール
大阪市 （株）ＪＳＦ
堺市 （株）芝野建設
枚方市 （株）昌栄工務店
池田市 （株）スウィッチ不動産販売
大阪市 （株）セイブ地所
箕面市 （株）建組
和泉市 （株）谷上工務店
大阪市 （株）テラブルウ
大阪市 （株）天興開発
門真市 店舗事務所工場紹介センター
大阪市 （株）華和
箕面市 北都不動産（株）
堺市 （株）ライズ・エステート
大阪市 リーディングライフ（株）

兵庫県 神戸市 （株）ティーライフ
尼崎市 ピースコンタクト（株）

和歌山県 和歌山市 北山不動産
日高郡 リング不動産

島根県 浜田市 （株）アクアハウス
岡山県 岡山市 （株）エコシステムグループ

和気郡 Ｍ・Ｋトラスト
広島県 広島市 家重創建（株）

広島市 （株）マリオホーム
山口県 下関市 （有）クリエイトヒグチ
香川県 木田郡 （株）アイドー工産

高松市 （有）ＢＣＭ
愛媛県 八幡浜市 （株）エスピーイノベーション

伊予郡 福屋不動産（株）
福岡県 福岡市 ノダＡ＆Ｆ
佐賀県 杵島郡 （有）ライフクリエイト
大分県 別府市 別府ホーム
沖縄県 豊見城市 いー住

中頭郡 （株）ＷＩＬＬ
宜野湾市 Ｅｓｐｅｒａｎｚａ リアルエステート

272014.7



全日杯争奪少年サッカー大会
（ラビットカップ）を開催

大分県本部
池田哲也
大分県本部長

坊雅勝 
京都府本部長

元気にピッチを走り回る子
供たちに勇気をもらった。
これからも応援したい。

活発な質疑応答が行われた
通常総会でした。また、懇
親会では各界の方々からの
支援表明にとても励まされ
ました。

第63回全日・第41回保証通常総会
及び日政連年次大会を開催

京都府本部

大分県本部は、青年部が中心となり、大分市
サッカー協会主催の少年サッカー大会に協賛
し、第３回全日杯争奪少年サッカー大会（ラビ
ットカップ）を５月 17 日・24 日・25 日（予選
リーグ戦）と、５月 31 日（決勝トーナメント
戦）に開催しました。

今年は大分市から 37 チーム、中津市から９
チームが参加し熱戦を繰り広げました。晴天に
も恵まれ、子供たちは汗まみれでピッチを走り
回りました。優勝は由布川サッカースポーツ少
年団でした。
開会式、閉会式には池田大分県本部長が出席
し、閉会式では優勝カップのほか後援事業者か
らの商品を授与しました。
大分県本部は今後もラビットカップを継続

し、青少年の文
化・スポーツに寄
与していくとと
もに、公益社団法
人を意識した地
域活動をすすめ
ていきます。

平成 26 年５月９日、京都ブライトンホテル
において執行部及び代議員（理事を含む）が出
席して、今年度の京都府本部通常総会と日政連
年次大会が開催されました。 
審議事項として人事案件について審議・承認
された後、報告事項として平成 25 年度事業活
動報告・決算報告及び平成 26 年度事業活動計
画・収支予算について各担当役員から議案書に
基づき報告がされ、代議員と執行部の活発な質
疑応答が行われました。 
また、通常総会終了後に開催された「懇親
会」では、山田啓二京都府知事や門川大作京都
市長をはじめ国会・府議会・市会の各議員や、
友好・関係団体からも多数のご来賓に出席いた

だき、大いに盛り上がる中で、協会そして京都
府本部の存在を強くアピールすることができ
ました。主催者を代表して冒頭、坊雅勝本部長
と理事長の代理である松永幸久副理事長の挨
拶の後、各界代表の方々から祝辞を頂戴しまし
たが、いずれも全日との連携を強調し、今後の
支援を表明されましたので、出席者一同大変感
激したところです。

▲池田大分県本部長より優勝カップの授与 ▲今年も熱戦が繰り広げられた

▲山田啓二京都府知事▲坊雅勝 京都府本部長
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5月 会の活動・各種会議の要旨

合衆国ハワイ州リアルター協会との
意見交換会を開催

大阪府本部
桑畑信之 
大阪府本部長
日本と米国の不動産流通シ
ステムについて、活発に意
見を交換しました。

全日・保証合同

会務運営会議
日時　平成26年５月11日（日）

14時～
内容　１．会務運営に関する件

２．その他
財務委員会
日時　平成26年５月14日（水）

11時～
内容　１．全日平成25年度決算

報告に関する件
２．保証平成25年度決算
報告に関する件

３．その他

不動産保証協会

求償委員会、手付金保証業務
委員会・手付金等保管業務合同
委員会
日時　平成26年５月８日（木）

15時～
内容　１．求償実績を高めるた

めの方策
２．手付金保証業務、手付
金等保管業務の利用
状況

　　　３．その他

会務運営会議
日時　平成26年５月11日（日）

13時～
内容　１．弁済認証審査結果に

関する件（第１回）
２．その他

弁済委員会
日時　平成26年５月27日（火）

12時～
内容　１．認証審査案件に関す

る件
　　　２．その他懸案事項等に

関する件

　平成 26 年６月２日（月）当会館５Ｆ大会議
室で、アメリカ合衆国ハワイ州リアルター協会
との意見交換会を開催いたしました。
　当日は、桑畑信之大阪府本部長をはじめとす
る大阪府本部の 12 名と、坊雅勝京都府本部長、
中川俊寛滋賀県本部長、坂本俊一和歌山県本部
長、梅原寛克奈良県本部長、南村忠敬兵庫県本
部長が参加いたしました。ハワイ州リアルター

協会からは前会長のデール・カズエ・ボードナ
ー氏を含む 8名が参加しました。
　当協会は近畿流通センターのホームページ
や会員向けサービスサイト及びレインズシス
テムについて、ハワイ州リアルター協会はハワ
イの不動産流通システムについて説明を行い
ました。終始和やかな雰囲気の中、活発な意見
交換会となりました。
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8月号の予告

・ 税務相談　「個人が中古住宅を取得した
場合の減税制度」
税理士　山崎信義

・ 賃貸相談　弁護士　江口正夫
・ 法律相談　「高齢者の意思能力」

弁護士　渡辺 晋
・ 7月のニュースランキング
・ 不動産ニュービジネス最前線
・ 全日ホームページGUIDE
・ 6月　会の活動 ・ 各種会議の要旨
・ 6月　新入会者名簿

連載

改正建築基準法案が成立
木造建築基準の見直しなど７項目が改正
執筆 ： 坂野 茂（１級建築士）

宅地建物取引主任者から
宅地建物取引士へ

公益社団法人不動産保証協会
　第42回定時総会を開催
公益社団法人全日本不動産協会
　第63回定時総会を開催

特集1

特集2

※弁済委員会審査結果については、不動産保証協会ホームページに掲載しています。

鬼木善久　藤村憲正　髙梨秀幸　石原孝治　村松清美　吉田啓司　松岡勇一編集：（公社）全日本不動産協会  （公社）不動産保証協会　広報委員会
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※保証委託者（会員）の属性や取引態様や金額等により、保証対象になる
金銭が異なります。
（上図中の金銭であっても、保証の対象にならない場合があります）
詳しくは、ホームページをご覧のうえ、契約前に（公社）不動産保証協会へお
問い合わせください。
 

各制度の利用申込みは、地方本部で受け付けております。

谷
たに

 花
か の ん

音
（全日本不動産協会
イメージキャラクター）

決済前に、お客様（買主・借主・交換の当事者）からどんなお金を受け取りますか？

お客さんのための制度は、
何があるの？

お客さんが安心できる制度があるよ。

営業ツールとして使ってね！

一番たくさんカバーできるのは

一般保証だよ！！

Q

A

なるほど！ これでお客さんも安心だ！
今度の取引で使えるか、
保証協会に聞いてみよう！

受け取らない

当事者間で
授受される手
付金がある

媒介報酬
代理報酬

一般保証制度
全国で唯一、当協会のみが
実施している制度です

手 付 金
中 間 金
代金に充当される申込証拠金
交 換 差 金

※

※

※ ※
（借主代理の場合）

賃　料
敷　金
その他

手付金
保証制度

手付金等
保管制度

手付金等
保証制度

（当協会は実施していません）

保全義務は？ なし

あり

お客さんが安心できる制度があるよ。

利用して
ね！

一般保証制度 検索
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